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日程 第 1
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日程 第4

会議録署名委員及び書記の任命について

会期の日程について

諸般の韻告について

議案の宣告について

議   長

(開 会 )

今帰仁村農業委員会会議規則第 11条の規定に

より、ただ今から平成23年 度第6回 今帰仁村農業委
員会総会を開会します。

典那墳勝也委員から欠席の連絡がありましたので、
欠席委員は1名 、出席委員は10名 てヾ、定足数に逹し
ておりますので、総会は成立しています。
本 日の議事 日程は、あらかじめお手えに配布したと

おりです。

長一読

(日 程第 1)

これより議事に入ります。まず(日 程 第

び議事録署名委 員の指宅については、
たいと思いますが異議ございませんか。

1)の、書記及

議長が指名し



(異議なしの声あり)

長一議 異議なしと試め、書記には安里さゆりさん、議事録署名

委員には、②呑出田童実(やまだ しげみ)委 員、①呑

員栄田 勲 (まえだ いさお)委 員を指名します。

長議

(日 程 第2)

仰

本

拭

程第2)会期の決定について、
日1日 間にしたいと思いますが

本総会の会期は、

異議ございません

(異議なしの声あり)

長一読 異議なしと誕め、よって会期は本 日1日 間と決定しまし

た。

長一読

(日 程第3)

(日 程第3)諸般の親告について、事務局よりお願いし

ます。

事 務 局 (諸 般の状 告 )

長議

(日 程第4)
議 案の宣告をいたします。

議案第28号 農地法第3条第1項に基づく許可を要する

農地等の買党迫格証 明願いについて

議 案第29号 農地法第5条許可の取消し願いについて

議 案第30子 農地法第5条の規定による許可申請について

議 案第34号 農用地オ1用 集積計画の意見決定について

議 案第32号 ヲト農地証明願について

議案第33子  参帰仁村農業振興地域替備計画の意見決定について

以上です。

それて寸よ、ただいまより議案第28号「農地法第3条第 1

項に基づく許可を妥する農地等の買党地格証明願い

について」、事務局より説 明をお願いします。

事 務 局 それでは、私の方から議案第28号「農地法第3条

第1項に基づく許可を要する農地等の買党迫格証明

願い」について説明します。



事 務 局

お手元の資料 1ページをお開き下さい。

(議 案言に基づいて、買党適格証 明願いの内容を

説 明 )

申請地に関しては、事務局2名 にて現地調査を行っ

たところ、周辺の農地に枚害をもたらす事は無いと思わ

れます。従事 日数 。耕作面積等にFPR題 は無く、買党地

格者と判断してよいと思われます。以上です。

長一読 ただ今、議案第28号についての説 明が終わりました

が、ご質問。ご意見はございませんか。

(質 疑なしの声あり)

長議 議案第28号について異議ございませんか。

(呉議なしの声あり)

長議 異議なしと誕め、議 案第28号 については原案通り
可決決定いたします。

続きまして、本 日、提案された議案第29号から第33号
までですが、そのうち現 ltL調 査を蜂妥とするのが8件ご

ざいますので、現地調査を行ってから審議に移りたいと

思いますが、異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

長一読 異議なしと試め、これより体態に入ります。

体 態 (現地調 査 )

再開

午後3時

午後4時 40分

長義 体態前にラ|き続き、再開します。

そ加では、ただいまより議案第29号「農地法第5条許
可の取消し申請について」、事務局より読明をお願いし
ます。



事 務 局 それでは私の方から議案第29号 農地法第5条許

可の取消し願いについて説明します。
お手元の資料2ページをお開き下さい。

(議 案書に基づいて、許可取消しの内容を説明 )

以上です。

長一議 ただ今、議案第29号 農地法第5条許可の取消しに
ついて説明が終わりましたが、事務局説明、現地調査

紙告等にご質問。ご意見はございませんか。

(質 疑なしの声あり)

長議 議 案第29農 地法第5条許可の取消しについて異

議ございませんか。

(異議なしの声あり)

長議 異議なしと記め、議 案第29号 については原案垂り

可決決定いたします。

続きまして、議案第30号「農 ltL法 第5条の規定によ

る許可申請について」を議題とします。事務局の説明を

お願いします。

事 務 局 議 案第30号 農地法 第5条の規定による許可 申請

について説明します。

お手えの資料3ページをお開き下さい。

(議 案書に基づいて、5条申請の内容を説 明 )

議案第30号 、呑号1呑の土地については一般住宅

を建設 予定で、周辺は生産性のT_tい 2種 農地と中1断

しました。呑号2呑 は、農業用倉庫を建設予定、呑号3

呑は、一般住 宅を建設 予定で、同様 2種 農地と判断

しました。 以上です。



長議 ただ今、議案第30号 農地法第5条の規定による許

可申請ついて説明が終わりましたが、事務局説明、現

地調査親告等にご質問・ご意見はございませんか。

(質 疑なしの声あり)

長議 議案第30号 農地法第5条の規定による許可申請

について異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

長一読 異議なしと試め、議 案第30号 については原案通り

可決決定いたします。

続きまして、議 案第31号「農用地 rll用 集積計画の

意見決定について」を議題とします。事務局の説 明を

お願いします。

事 務 局 議案第31号 農用地 rll用 集積計画の意見決定につ

いて説 明ヽヽたします。

お手元の資料4ページをお開き下さい。

(議 案書に基づいて、個壕1の 農用地 rll用 集積計画の

内容を説 明 )

以上の計画 内容は、経営面積 。従事 日数など、農

業経営基盤強化促進法第 18条第3項の各妥件を満

たしていると考えます。また、現地調査を行い確記したと

ころ、周辺の農地に枚 害をもたらす事は無いと思われ

ます。 以上です。

長一読 ただ今、議案第31号 農用地 tll用 集績計画の意見

決定について説明が終わりましたが、ご質問・ご意見は

ござヽ まヽせんか。

(質 疑なしの声あり)

長議 議 案第34号 農用地オ可用集積計画の意見決定に

ついて異議ございませんか。



(異議なしの声あり)

長一読 議 案第34号 については異議なしと飛め、原案通り可

決決定いたします。

続きまして、議案第32号「非農地証 明願について」を

議題とします。事務局の説 明をお願いします。

事 務 局 それでは私の方から、議案第32号 非農地証明願に

ついて説明します。お手元の資料8ページをお開き下さ

(議 案書に基づいて、個 Fllの 非 農地証 明願の内容を

説 明 )

以上の農地について、現地調査を踏まえ、農地法第

2条に規定する農地災は、採辛放牧地でないことにつ

いての可否を求めます。 以上です。

ヽ｀

長議 ただ今、議案第32号 非農地証明願についての説明

が終わりましたが、事務局説明。現地調査娘告等にご

質問。ご意見はございませんか。

(質 疑なしの声あり)

長一読 議 案第32号 非 農地証 明願 について異議ございませ

んか。

(異義なしの声あり)

長一読 議案第32号 については、具議なしと飛め、原案通り可

決決定いたします。

続きまして、議 案第33号「今帰仁 村農業振興地域

整備計画の意見決定について」を議題とします。

事務局の説 明をお願いします。

事 務 局 議 案第33号「今帰仁 村農業振興地域 整備計画

の意見決定」について説 明します。



お手元の資料9ページをお開き下さい。

(議 案書に基づいて、農業振興地域整備計画の内

容を説明 )

今回申請がありました、呑号1呑は自身の所有地ヘ

の珪入道路としてrll用 し、今後農地としてrll用 する予

定はありません。呑号2呑は、土地改 史区受益地への

編入によるものであります。
以上です。

一読 長 ただ今、議案第33号についての説 明が終わりました

が、ご質問。ご意見はございませんか。

(質 疑なしの声あり)

一読 長 議案第33号 について異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議 長 議案第33号については、異議なしと飛め、原案通り可

決決定いたします。

これにて本 日の日程は、すべて終 了しましたので、平

成23年度第6口総会を閉会します。

閉会時刻 午後4時 30分

会長 神 山 康 腎 どP

議事録署名委員
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ド
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